
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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◎
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次
に
、
公
共
工
事
品
質
確
保
法
改
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
を
代

表
し
て
、
そ
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

建
設
投
資
の
減
少
に
よ
り
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
な
ど
が
生
じ
、
地
域
の
建

設
企
業
の
疲
弊
、
下
請
企
業
へ
の
し
わ
寄
せ
、
就
労
環
境
の
悪
化
に
伴
う

若
年
入
職
者
の
減
少
と
い
っ
た
深
刻
な
問
題
が
発
生
し
、
公
共
工
事
の
品

質
の
確
保
に
大
き
な
懸
念
が
生
じ
て
い
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
に
、
目
的
規
定
に
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
担
い
手
の
中
長
期

的
な
育
成
確
保
の
促
進
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
公
共
工
事
の
品

質
確
保
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
発
注
者
の
責
務
と
し
て
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
担
い
手

の
中
長
期
的
な
育
成
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
予
定
価
格
の
適
正
な
設
定
、

不
調
不
落
に
よ
る
再
度
入
札
等
の
場
合
の
速
や
か
な
契
約
の
締
結
、
ダ
ン

ピ
ン
グ
受
注
防
止
の
た
め
の
措
置
の
実
施
等
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

第
三
に
、
発
注
者
は
、
段
階
的
選
抜
方
式
、
技
術
提
案
交
渉
方
式
な
ど

多
様
な
入
札
契
約
方
法
の
中
か
ら
適
切
な
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
本
法
律
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
で
す
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
全
会
一
致
を
も
っ

て
起
草
、
提
出
し
た
も
の
で
す
。

何
と
ぞ
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

二
、衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
）

○
梶
山
弘
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

�

（
略
）�

次
に
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
は
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
を
図
る
た
め
、
基
本
理



公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇
一

念
、
発
注
者
の
責
務
等
と
し
て
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
担
い
手
の
中

長
期
的
な
育
成
及
び
確
保
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
の
防
止
等
を
定
め
る
と
と

も
に
、
多
様
な
入
札
及
び
契
約
の
方
法
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
参
議
院
提
出
に
係
る
も
の
で
、
去
る
四
月
四
日
本
委
員
会
に

付
託
さ
れ
、
五
月
二
十
七
日
、
藤
本
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
全
会
一
致

を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。な

お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
七
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

発
注
者
の
予
定
価
格
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
社
会
情
勢
の
変

化
の
反
映
、
公
共
工
事
に
従
事
す
る
者
の
労
働
環
境
の
改
善
、
公
共
工

事
の
品
質
確
保
の
担
い
手
が
中
長
期
的
に
育
成
さ
れ
及
び
確
保
さ
れ
る

た
め
の
適
正
な
利
潤
の
確
保
と
い
う
目
的
を
超
え
た
不
当
な
引
上
げ
が

行
わ
れ
な
い
よ
う
、
関
係
機
関
に
そ
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
こ
と
。

二　

公
共
工
事
の
入
札
不
調
等
の
発
生
の
増
加
に
鑑
み
、
予
定
価
格
と
実

勢
価
格
の
乖
離
の
対
策
と
し
て
、
本
法
に
基
づ
く
見
積
徴
収
方
式
が
発

注
者
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
促
進
す
る
と
と
も
に
、
見
積
価
格
の

妥
当
性
を
適
切
に
確
認
し
、
適
正
な
予
定
価
格
の
設
定
を
図
る
こ
と
。

三　

多
様
な
入
札
及
び
契
約
の
方
法
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
談
合
な
ど

の
弊
害
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
防
止
に
つ
い
て
十
分
配
慮

す
る
と
と
も
に
、
入
札
契
約
に
お
け
る
透
明
性
、
公
正
性
、
必
要
か
つ

十
分
な
競
争
性
を
確
保
す
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四　

段
階
的
選
抜
方
式
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
恣
意
的
な
選
抜
が
行
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
案
件
ご
と
に
事
前
明
示
さ
れ
た
基
準
に
の
っ

と
り
、
透
明
性
を
も
っ
て
選
抜
を
行
う
こ
と
等
そ
の
運
用
に
つ
い
て
十

分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五　

発
注
者
を
含
む
関
係
者
が
連
携
し
、
公
共
工
事
の
受
注
者
が
、
適
正

な
額
の
請
負
代
金
で
の
下
請
契
約
の
締
結
、
公
共
工
事
の
適
正
な
実
施

の
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
の
向
上
、
技
術
者
、
技
能
労
働
者
等
の

育
成
及
び
確
保
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
、
安

全
衛
生
そ
の
他
の
労
働
環
境
の
改
善
に
努
め
る
よ
う
適
切
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
こ
と
。

（
注
）　

参
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。


